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CIM導入ガイドラインの策定について

1.　はじめに

建設生産プロセスにおいて CIM（Construction 
Information Modeling/ Management）を導入す
ることで，2 次元図面から 3 次元モデルへの移行
による業務変革やフロントローディングがもたら
され，合意形成の迅速化，業務効率化，品質の向
上，ひいては生産性の向上等の効果が期待されま
す（図－ 1）。

このため国土交通省では，CIM の本格的な導
入に向けて，CIM 導入効果の把握やルール作り
の検討のため，業務については平成 24 年度よ
り，工事については平成 25 年度より CIM の試行
を進めてまいりました。

これら試行事業の結果も踏まえ，平成 29 年 3
月に CIM モデルの詳細度，受発注者の役割，基
本的な作業手順や留意点とともに，CIM モデル
の作成指針（目安），活用方法（事例）を参考と
して記載した「CIM 導入ガイドライン（案）」（以
下，「ガイドライン」という。）を策定しました。

本稿では，これまでの CIM 導入に向けた取組
みとガイドラインの概要，今後の取組みについて
紹介します。

2.　CIM導入ガイドラインの策定に
向けた体制等

CIM の導入・普及方策については，平成 24 年
度より CIM 制度検討会や CIM 技術検討会を設置
し，産学官の関係機関がそれぞれの役割の下で検
討を重ねてまいりました。

平成 28 年度からは，図－ 2に示すとおり，こ
れらの検討体制を一本化する形で「CIM 導入推
進委員会」を新設するとともに，委員会の下に 3
つのワーキンググループ（WG）を新設しました。

これら WG と CIM 導入推進委員会が，関係機
関と連携しながら CIM の導入推進および普及に
関する目標や方針，具体的な方策について検討を
進めています。

図－ 1　CIMモデルイメージ
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3.　CIM試行で確認された効果と
課題

平成 24 年度からスタートした直轄事業におけ
る CIM の試行事業は，平成 28 年度までで，業務
では 90 件，工事では 196 件を数えます（表－ 1，
2）。

表－ 1　CIM試行業務の推移（H24～ H28）

H24 H25 H26 H27 H28 合計

河川
道路

 0
11

 4
15

 3
 7

10
 6

16
18

33
57

合計 11 19 10 16 34 90

表－ 2　CIM試行工事の推移（H24～ H28）

H25 H26 H27 H28 合計

指定型
希望型

 6
15

 8
20

 0
60

 6
81

 20
176

合計 21 28 60 87 196

CIM の試行で導入効果が認められた主な項目
として，合意形成の迅速化，フロントローディン
グ，安全性の向上があります（図－ 3）。これら

の活用事例について紹介します。
事業計画の住民説明会において，3 次元モデル

による説明だけでなく，3 次元プリンターで模型
を作成し，これを説明会で用いることで計画内容
の理解が一層促進され，合意形成の迅速化に寄与
しました。

また，設計段階で 3 次元モデルを用いると，鉄
筋が複雑に交差するような構造物における鉄筋の
干渉箇所を容易に発見でき，施工に設計成果を受
け渡す前に修正することができます。さらに，完
成後における橋梁の検査員の動線を確認しなが
ら，効率的な点検が可能となる検査廊の設計がで
きるなど，CIM の導入により，工程の上流段階
から後工程を考慮することで手戻りの防止や品質
向上を図るフロントローディングの実施が効果的
に進められることが確認できました。

施工段階では，3 次元モデルを用いて，重機の
配置計画や施工手順の確認，新規入場者教育や
KY 活動に 3 次元モデルを活用することで，施工
段階での重機の輻輳といった危険因子を予め取り
除くこと等ができ，安全性の向上に寄与できるこ
とが確認できました。

一方で課題も浮き彫りになっており，3 次元モ

図－ 2　CIM導入推進委員会の体制図

建設マネジメント技術　　2017 年 6 月号 15



特集 i-Construction の更なる推進

デルを取り扱うことができる人材が不足している
こと，パソコンや 3 次元 CAD ソフトの導入に際
してコストがかかることが確認されました。ま
た，モデル作成の際の詳細度の明確化や受発注者

間の役割分担の明確化・ルール作りが重要である
ことが確認されました。今後，さらなる普及を促
進するためにも，これらを規定したガイドライン
を早急にとりまとめる必要があります。

4.　CIM導入ガイドラインの概要

⑴　ガイドラインの目的，位置付け
CIM 導入ガイドライン（案）は，公共事業に

携わる関係者（発注者，受注者等）が CIM を円
滑に導入できることを目的に作成されています。
本ガイドライン記載の作業手順，留意点，モデル
作成指針，活用事例等を参考に，適用事業の特性
や状況に応じて受発注者で判断の上，モデル作成
や活用を行うもの，とされています。

将来的には 2 次元図面から 3 次元モデルへの移
行による生産性向上等が期待されるものの，平成
29 年度版では「現行の契約図書に基づく 2 次元
図面による発注・実施・納品」を前提にしています。

⑵　ガイドラインの構成と対象工種
ガイドラインは，共通編（第 1 編）と各分野編

（土工編，河川編，ダム編，橋梁編，トンネル編）
の全 6 編で構成されており，各編を組み合わせて
使用することを想定しています。なお，土工編

（第 2 編）については「ICT 土工」の要領・基準
類に基づき，発注者・受注者が行うべき事項が示
されています。

⑶　CIM導入ガイドライン　共通編
CIM および CIM モデルの作成・活用の基本的

な考え方や，各分野共通で行う測量，地質・土質
のモデルの考え方を示しています。

①　CIM モデルの定義・構成
CIM モデルとは，「対象とする構造物等の形状

図－ 3　CIMの活用効果
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を 3 次元で表現した『3 次元モデル』と『属性情報』
を組み合わせたもの」と定義されています。ま
た，構造物モデル，地形モデル等の各要素単位の
CIM モデルと，それら CIM モデルを統合して活
用する「統合モデル」の考え方が示されています。

②　CIM モデル詳細度
詳細度とは，CIM を活用する目的，場面，段

階等に応じた 3 次元モデルの形状，属性情報に関
する作り込みレベル（目安）を示すものです。
CIM モデルをどこまで詳細に作成するかは，
CIM モデル作成や活用の目的により異なります
が，詳細度といった指標がない場合には，3 次元
モデルを構築・納品した際に，作成者ごとにモデ
ルの作り込み内容が異なる等によって，無駄，手
戻り等の発生や混乱が生じます。

そのため，受発注者間で事前に確認協議の上，
決定しておく必要があり，本ガイドラインでは共
通編および各分野編で各工種の詳細度を示してい
ます（図－ 4）。

⑷　CIMモデル作成　事前協議・引継書シート
ガイドラインでは，CIM モデルを各段階にわ

たり共有し，有効活用していくため，受発注者間
協議で決定する CIM モデル作成の目的，詳細
度，作成範囲や留意点等を記録し，次工程へ引き
継ぐための様式を示しています。

〈次工程へ引き継ぐ情報（例）〉
・ CIM モデルの作成・更新の目的，範囲，詳

細度，付与した属性情報
・使用ソフトウェア，ファイル形式
・次工程への引継事項，利用上の制約・留意点

⑸　測量，地質・土質
地形モデルに必要な精度，作成方法や，地質・

土質モデル作成の基本的な考え方が示されていま
す。

例えば，モデルを作成する時点の地質・土質調
査の成果を基に作成し，作成した地質・土質モデ
ルには推定が含まれることや，設計・施工の地質
リスクについて，必ず記録し継承することを記載
しています。また，活用する目的・用途を踏ま
え，モデルの精度向上や地質リスク低減のための
追加地質・土質調査について，必要に応じて計
画・実施することを記載しています（図－ 5）。

図－ 4　CIMモデルの詳細度（橋梁の例）
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5.　CIM導入ガイドライン（案）
各分野編

各分野編では，各段階において発注者，受注者
それぞれが取り組むべき内容を示し，作業の流れ
と対応した目次構成としています（図－ 6）。対
象は，測量，地質・土質，調査・設計，施工，維
持管理までの段階を記載しています。また，別
途，各要領・基準等で規定されている作業も含
め，受発注者がやるべきことの概略を把握できる
ようにしています。

測量，地質・土質，調査・設計，施工の各段階

においては，主に次の事項が示されています。
・各段階の発注者・受注者が行う事前協議事項
・ 測量段階で取得する 3 次元データの精度，密度

等
・ 地質・土質調査段階で作成する地質・土質モデ

ルの作成指針
・ 設計段階で作成する CIM モデルの作成指針，

各段階で付与すべき属性情報
・ 施工段階での CIM モデルの確認方法，活用方

法
また，維持管理段階への移管時の作業や，維持

管理での活用方法（ユースケース）が例示されて
います。

図－ 5　地質・土質調査の成果を，3次元空間に CADデータとして配置したモデル例

図－ 6　作業の流れとガイドラインの構成
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6.　CIM事業における成果品作成の
手引き（案）

本手引き（案）は，CIM 事業（業務・工事）
において，作成または更新した CIM モデルを電
子納品する際の規定を定めたものです。ガイドラ
インをあわせて使用することとしており，主に，
以下の内容を記載しています。
・フォルダ構成，ファイル命名ルール
・納品ファイル形式
・納品時の CIM モデル成果品の確認方法　等

納品ファイル形式は，「オリジナルファイルで
の納品を行い，国際標準の採用を念頭に置いて，
現 時 点 で ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 が IFC お よ び
LandXML に対応しているモデルについては，同
ファイル形式による納品を求める。なお，上記フ
ァイル単独で完全なデータ交換や有効活用が行え
ない当面の間は，両ファイルの納品を求める」と
しています（表－ 3）。

表－ 3　各 CIMモデルの納品ファイル形式

CIMモデルの分類
納品ファイル形式
・バージョン等

構造物モデル
IFC 2 × 3※ 1

およびオリジナルファイル

線形モデル，土工形状モデル，
地形モデル，広域地形モデル

LandXML 1.2※ 2

およびオリジナルファイル

地質・土質モデル オリジナルファイル

統合モデル オリジナルファイル

※ 1　buildingSMARTJAPAN「土木モデルビュー定
義」

※ 2　国土技術政策総合研究所「LandXML 1.2 に準じ
た 3次元設計データ交換標準（案）」

7.　平成 29 年度の取組みについて

今年度は新たに，ECI 方式（施工者と技術協力
業務を締結し，設計に技術提案内容を反映させる
契約方式）による業務発注を行う予定で，橋梁，

トンネル，ダム，河川構造物を対象に全国で 1 件
以上実施する予定です。

ECI 方式では，発注者が受注者に CIM モデル
の導入・活用に関する要求事項（リクワイヤメン
ト）を設定します。これに基づき，発注者，設計
者，施工者がそれぞれ知見やノウハウを出し合
い，CIM モデルを構築し，一層の効率的な事業
の推進を図ることとしています。

要求事項については，現在検討中ですが，
①　CIM ガイドラインに基づいた，属性情報，

詳細度であること
②　3 次元データによる施工計画の立案ができる

こと
③　施工計画と連動し，自動的に数量算出ができ

ること
④　①〜③に基づき，概算事業費および工期を算

出できること
⑤　施工中の設計変更が迅速にできること
⑥　3 次元計測を用いた出来形管理ができるこ

と，などを規定したいと考えています。
また CIM モデルを活用して，重機配置計画に

よる安全性検討等のフロントローディングや，地
元説明といった関係者協議等への活用を検討して
まいります。

8.　おわりに

建 設 現 場 の 生 産 性 向 上 を 図 る た め に は，
i-Construction の取組みを国の直轄工事以外にも
拡大していくことが必要です。

このため，地方自治体に対して，発注関係者の
集まる発注者協議会や土木部長会議等の場におい
て，CIM をはじめとした i-Construction に関す
る様々な基準について周知を図りつつ，連携して
取組みを進めてまいります。また今後，より使い
やすいガイドラインとするため，CIM を実践し
て得られた課題への対応や関連基準類の整備状況
を踏まえて，継続的に改善を図ってまいります。
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